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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 10月 1日 (2007.10.1)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 患 者 の 脊 椎 の 椎 骨 に 施 す 手 術 用 の ブ リ ッ ジ で あ っ て 、
　 前 記 患 者 の 脊 椎 の 第 １ の 椎 骨 に 一 方 の 端 で 取 り 付 け ら れ る 、 第 １ の 支 持 部 材 と 、
　 前 記 患 者 の 第 ２ の 骨 に 一 方 の 端 で 取 り 付 け ら れ る 、 少 な く と も １ 個 の 第 ２ の 支 持 部 材 と
、
　 前 記 患 者 に 取 り 付 け ら れ た 前 記 第 １ お よ び 第 ２ 支 持 部 材 の 前 記 一 方 の 端 か ら 隔 た っ た 位
置 で 、 第 １ お よ び 第 ２ 支 持 部 材 に 取 り 付 け ら れ る 交 差 部 材 と を 含 み 、 該 交 差 部 材 は 前 記 患
者 の 脊 椎 の 近 傍 に 配 置 さ れ る 、 手 術 用 の ブ リ ッ ジ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 患 者 の 第 ２ の 骨 は 前 記 患 者 の 脊 椎 の 第 ２ の 椎 骨 、 頭 蓋 骨 又 は 骨 盤 で あ る 、 請 求 項 １
に 記 載 の ブ リ ッ ジ 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ブ リ ッ ジ は 前 記 患 者 の 脊 椎 の 動 き と と も に 自 由 に 動 く 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の ブ
リ ッ ジ 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ の 支 持 部 材 は 、 骨 ク ラ ン プ に よ っ て 、 前 記 患 者 の 脊 椎 の 第 １ の 椎 骨 に 取 り 付 け
ら れ る 、 請 求 項 １ な い し ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ブ リ ッ ジ 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ の 支 持 部 材 は Ｋ － ワ イ ヤ で あ る 、 請 求 項 １ な い し ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ブ
リ ッ ジ 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 交 差 部 材 を 前 記 脊 椎 の 少 な く と も １ 個 の 追 加 の 椎 骨 に 取 り 付 け る た め の 少 な く と も
１ 個 の 追 加 の 支 持 エ レ メ ン ト を 含 み 、 第 １ の 椎 骨 と 、 第 ２ の 骨 と 、 前 記 少 な く と も １ 個 の
追 加 の 椎 骨 と の 前 記 ブ リ ッ ジ に 対 す る 相 対 位 置 が 固 定 さ れ る 、 請 求 項 １ な い し ５ の い ず れ
か １ 項 に 記 載 の ブ リ ッ ジ 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 少 な く と も １ 個 の 追 加 の 支 持 エ レ メ ン ト は Ｋ － ワ イ ヤ で あ る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の ブ



リ ッ ジ 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 交 差 部 材 は 外 科 用 ロ ボ ッ ト を 搭 載 す る よ う に 適 合 さ れ 、 該 ロ ボ ッ ト は 前 記 椎 骨 の 少
な く と も １ 個 に 手 術 作 業 を 施 す 、 請 求 項 １ な い し ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ブ リ ッ ジ 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 外 科 用 ロ ボ ッ ト は 、 前 記 交 差 部 材 に 沿 っ た 複 数 の 予 め 定 め ら れ た 位 置 の い ず れ か に
搭 載 可 能 で 、 前 記 ロ ボ ッ ト は 前 記 椎 骨 の 複 数 に つ い て 手 術 作 業 を 施 す こ と が で き る 、 請 求
項 ８ に 記 載 の ブ リ ッ ジ 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 ロ ボ ッ ト は 単 一 の レ ジ ス ト レ ー シ ョ ン 工 程 で 前 記 椎 骨 の 複 数 に つ い て 前 記 手 術 作 業
を 施 す こ と が で き る 、 請 求 項 ８ 又 は ９ に 記 載 の ブ リ ッ ジ 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ 支 援 手 術 シ ス テ ム に 連 携 す る ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 用 位 置 プ ロ ー ブ を 含 み 、 前 記
ブ リ ッ ジ 及 び 前 記 椎 骨 の 位 置 が 前 記 シ ス テ ム に わ か る 、 請 求 項 １ な い し ７ の い ず れ か １ 項
に 記 載 の ブ リ ッ ジ 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 患 者 の 脊 椎 の 椎 骨 に つ い て の 手 術 用 ブ リ ッ ジ 組 立 体 で あ っ て 、
　 少 な く と も １ 個 の 第 １ の 脊 椎 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン と 、 少 な く と も １ 個 の 第 ２ の 脊 椎 ブ リ
ッ ジ セ ク シ ョ ン と を 含 み 、
　 前 記 少 な く と も １ 個 の 第 １ の 脊 椎 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン は 、 ２ 個 の 支 持 部 材 と 、 交 差 部 材
と を 含 み 、 該 支 持 部 材 の そ れ ぞ れ は 前 記 脊 椎 の １ 個 の 椎 骨 に 取 り 付 け ら れ 、 該 交 差 部 材 は
、 前 記 支 持 部 材 を 連 結 し 、 前 記 支 持 部 材 が 椎 骨 に 取 り 付 け ら れ る 端 か ら 隔 た っ た 位 置 で 前
記 支 持 部 材 に 取 り 付 け ら れ 、
　 前 記 少 な く と も １ 個 の 第 ２ の 脊 椎 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン は 、 第 １ お よ び 第 ２ の 端 を 有 し 、
第 １ の 端 は 前 記 少 な く と も １ 個 の 第 １ の 脊 椎 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン に 取 り 付 け ら れ 、 第 ２ の
端 は 、 患 者 の 骨 盤 構 造 か 、 あ る い は 、 頭 蓋 骨 か の い ず れ か に 支 持 部 材 に よ っ て 取 り 付 け ら
れ 、
　 前 記 支 持 部 材 は 、 前 記 ブ リ ッ ジ 組 立 体 が 前 記 脊 椎 の 椎 骨 の 近 傍 に 配 置 さ れ る よ う に 設 置
さ れ る 、 手 術 用 ブ リ ッ ジ 組 立 体 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 少 な く と も １ 個 の 第 ２ の 脊 椎 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン は 、 ２ 個 の 脊 椎 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ
ン を 含 み 、 一 方 の 脊 椎 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン は 前 記 患 者 の 骨 盤 構 造 に 第 ２ の 端 で 取 り 付 け ら
れ 、 他 方 の 脊 椎 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン は 前 記 患 者 の 頭 蓋 骨 に 第 ２ の 端 で 取 り 付 け ら れ 、 前 記
ブ リ ッ ジ 組 立 体 は 前 記 脊 椎 の 全 長 に 沿 っ て 椎 骨 の 近 傍 に 配 置 さ れ る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の
ブ リ ッ ジ 組 立 体 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 ブ リ ッ ジ は 、 腰 部 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン と 、 頸 部 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン と 、 少 な く と も
１ 個 の 胸 部 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン と を 含 む 、 請 求 項 １ ３ に 記 載 の ブ リ ッ ジ 組 立 体 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 ブ リ ッ ジ 組 立 体 は 前 記 患 者 の 脊 椎 の 動 き と と も に 自 由 に 動 く 、 請 求 項 １ ２ な い し １
４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ブ リ ッ ジ 組 立 体 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン は 外 科 用 ロ ボ ッ ト を 搭 載 す る よ う に 適 合 さ れ 、 該 ロ ボ ッ ト は 前
記 椎 骨 の 少 な く と も １ 個 に つ い て 手 術 作 業 を 施 す こ と が で き る 、 請 求 項 １ ２ な い し １ ４ の
い ず れ か １ 項 に 記 載 の ブ リ ッ ジ 組 立 体 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 外 科 用 ロ ボ ッ ト は 前 記 ブ リ ッ ジ 組 立 体 の ブ リ ッ ジ セ ク シ ョ ン に 沿 っ た 複 数 の 予 め 定
め ら れ た 位 置 の い ず れ か に 搭 載 可 能 で 、 該 ロ ボ ッ ト は 前 記 椎 骨 の 複 数 に つ い て 前 記 手 術 作
業 を 施 す こ と が で き る 、 請 求 項 １ ６ に 記 載 の ブ リ ッ ジ 組 立 体 。
【 請 求 項 １ ８ 】
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　 前 記 外 科 用 ロ ボ ッ ト は 単 一 の レ ジ ス ト レ ー シ ョ ン 工 程 で 前 記 椎 骨 の 複 数 に つ い て 前 記 手
術 作 業 を 施 す こ と が で き る 、 請 求 項 １ ６ 又 は １ ７ に 記 載 の ブ リ ッ ジ 組 立 体 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ 支 援 手 術 シ ス テ ム と 連 携 す る ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 用 位 置 プ ロ ー ブ を 含 み 、 前 記
ブ リ ッ ジ 組 立 体 の い ず れ か の 部 品 と 、 前 記 椎 骨 と の 位 置 は 前 記 シ ス テ ム に わ か る 、 請 求 項
１ ２ な い し １ ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の ブ リ ッ ジ 組 立 体 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 上 記 の 用 途 （ ｉ ） の た め に 用 い ら れ る と き 、 こ れ ら の 好 ま し い 実 施 態 様 に よ る ブ リ ッ ジ
は 、 該 ブ リ ッ ジ に 対 し て 一 般 的 に 隣 接 す る か 、 あ る い は 、 近 傍 に 配 置 さ れ た 複 数 の 椎 骨 の
位 置 を 固 定 す る た め に 機 能 す る 。 上 記 の 用 途 （ ｉ ｉ ） の た め に 用 い ら れ る と き 、 前 記 ブ リ
ッ ジ は 骨 盤 か ら 頭 蓋 骨 ま で 、 最 大 の 形 状 （ ｃ ｏ ｎ ｆ ｉ ｇ ｕ ｒ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ） に 伸 び る 長 い フ
レ ー ム の 形 を と る こ と が 好 ま し く 、 頭 蓋 骨 及 び 骨 盤 と 、 頭 蓋 骨 及 び 骨 盤 の 間 の 選 択 さ れ た
複 数 の 椎 骨 の 点 と で 固 定 さ れ る こ と が 好 ま し い 。 本 発 明 の さ ら に 好 ま し い 実 施 態 様 に よ れ
ば 、 前 記 長 い フ レ ー ム の ブ リ ッ ジ は 、 脊 椎 の 全 長 に わ た っ て 伸 び な い 場 合 に は 、 頭 蓋 骨 か
ら 胸 の レ ベ ル ま で か 、 骨 盤 か ら 頸 椎 レ ベ ル の 底 部 ま で か の よ う な 、 少 な く と も 脊 椎 の 大 部
分 に わ た っ て 伸 び る 場 合 が あ る 。 前 記 長 い フ レ ー ム の 実 施 態 様 の い ず れ に お い て も 、 ブ リ
ッ ジ は 複 数 の 部 分 に 分 か れ て い る こ と が 好 ま し く 、 脊 椎 の 胸 部 セ ク シ ョ ン を ほ ぼ カ バ ー す
る 少 な く と も １ 個 の 中 央 セ ク シ ョ ン と 、 腰 部 領 域 を カ バ ー す る 下 部 セ ク シ ョ ン と 、 頸 部 セ
ク シ ョ ン を カ バ ー す る 上 部 セ ク シ ョ ン と に 分 か れ て い る こ と が 好 ま し い
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